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はじめに                 

三股町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）とは           
 

近年、新聞記事やニュースで、地球温暖化等に伴う環境問題や災害につ

いて多く取り上げられています。 

三股町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)は、地球温暖化対策の推進

に関する法律(平成10年法律117号)第21条にて策定が義務付けられた「地

方公共団体実行計画」であり、本町が保有する公共施設や町の職員が取り

組む地球温暖化防止対策についてまとめたものです。 

また、町自らが率先して環境に配慮した行動を実行することにより、町

民・事業者の環境保全に向けた自主的・積極的な取組を促していきます。 

 

 

第 1 章 計画の基本的事項           

1．計画策定の背景                       
 

(1) 地球温暖化の影響 
 

地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、

人類の生存基盤に関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な

環境問題の一つとされています。 

 

(2) 世界の動向 
 

2015(平成27)年12月にパリ協定が採択されました。合意に至ったパリ

協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前

に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追及する

こと」や「今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡(カ

ーボンニュートラル)」を掲げ、以降、2050年までの実現を目指して

様々な動きが広がっています。 

 

(3) 国内の動向 
 

2020(令和2)年10月、我が国は、「2050年カーボンニュートラル」「脱

炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 

2021(令和3)年6月、国・地方脱炭素実現会議 において「地域脱炭素

ロードマップ」が決定されました。脱炭素化の基盤となる重点施策(屋

根置きなど自家消費型の太陽光発電、公共施設など業務ビル等における

徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導、ゼロカ

ーボン・ドライブ等)を全国津々浦々で実施する、といったことなどが

位置付けられています。 
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2021(令和3)年10月には、地球温暖化対策計画改定の閣議決定がなさ

れ、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて気候変動対策を着実に

推進していくこと、中期目標として、表1に示すとおり、2030年度にお

いて、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指し、さら

に、50％の高みに向け、挑戦を続けていくことが示されました。 
 

表1 地球温暖化対策計画における2030年度温室効果ガス排出削減量の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省（2021）「地球温暖化対策計画」 

 

2．計画の目的及び位置付け                      

 

(1) 計画の目的 
 

本計画は、三股町が一事業者として、地球温暖化防止のために自ら率

先し、事務・事業に伴い排出する温室効果ガスを抑制することを目的と

します。 

 

(2) 計画の位置付け 
 

本計画は、地方公共団体実行計画として策定するもので、国の地球温

暖化対策計画及び三股町総合計画に即して策定するものです。 

 

3．計画改定の趣旨                          

 

本町では、2020(令和2)年度に、「第2次三股町地球温暖化対策実行計画

(事務事業編)」を策定し、町の事務事業の実施に伴う環境負荷の低減と温

室効果ガスの排出を抑制する取組を推進してきました。 

第2次計画の計画期間がスタートして以降、国においては、2050年カー

ボンニュートラルの実現に向けて気候変動対策を着実に実行していくこと

を決定しました。このような中、本町としても、国の動向を踏まえ、さら

なる省エネルギーの対策に加えて再生可能エネルギーの利活用を推進し、

地球温暖化対策をより一層取り組むため、第2次計画を改定します。 

また、政府実行計画に準じた措置として、個別措置の定量的な目標値を

設定するために、2024(令和6)年度に改定を行いました。 
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4．計画期間と基準年度                        
 

政府実行計画との整合を図り、計画期間は短期目標として2025(令和7)

年度、中期目標として2030(令和12)年度とし、目標の達成を評価する基準

年度は、2014(平成26)年度とします。 

ただし、計画の進捗状況や技術の進歩などを踏まえ、必要に応じて見直

しを行います。 

 

 

 

 

 

5．対象範囲及び対象とする温室効果ガス                
 

本計画の対象範囲は、三股町の全ての事務・事業とします。 

また、対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第2条第3項に

掲げる7種類の物質のうち、排出量の多くを占めている二酸化炭素(CO2)の

みとします。 

 

 

第 2 章 温室効果ガスの排出状況と削減目標   

1．温室効果ガスの排出状況と前計画の達成状況         
 

本町においては、第1次三股町地球温暖化対策実行計画(2016(平成28)年

度～2020(令和2)年度）、第2次三股町地球温暖化対策実行計画（2021(令

和3)年度～2025(令和7)年度)を策定し、地球にやさしい職場づくりを推進

してきました。 

一方、温室効果ガス排出量は、計算上、電気使用に伴う調達先電気事業

者の排出係数により大きく変動します。 

その結果、図1に示すとおり、第1次実行計画期間の2020(令和2)年度の

温室効果ガス排出量は、基準年度と比較し約37％削減することとなりまし

た。また、直近(2021(令和3)年度)の排出量と比較すると約33％削減する

こととなりました。しかしながら、図2に示すとおり、エネルギー使用量

の大半を占める電気は、基準年度と比較して増加していることが課題とし

て挙げられます。 

このことを踏まえ、省エネルギーや省資源など地球温暖化対策をより一

層取り組むとともに、本計画を国の計画等に準じて改定し、再生可能エネ

ルギーの利活用の推進等、新たな取組に挑戦していくことが重要です。 

※調達先電気事業者の排出係数を基準年度と同じ状態で温室効果ガス排出量を 

比較すると、2020(令和 2)年度は、約 2％の削減にとどまります。また、直近

(2021(令和 3)年度)と比較すると排出量はほとんど同じになります。 

短 期 目 標 ：2025（令和 7）年度 

中 期 目 標 ：2030（令和12）年度 

※基準年度は2014（平成26）年度 
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図 1 温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 電気使用量の推移 
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2．温室効果ガスの排出量の削減目標              
 

(1) 基準年度(2014(平成26)年度)の温室効果ガス排出量 
 

基準年度（2014(平成26)年度）に排出された温室効果ガス排出量は

4163.6t- CO2であり、表2に活動量及び排出量を、図3に排出割合を示し

ます。同排出量を第2次実行計画の基準排出量とします。 

エネルギー種別の排出構成は、電気が79.2％、A重油が10.0％、ガス

が7.7％の順となっています。したがって、電気に関する取組を強化す

ることにより有効な削減が期待できます。 

 

 

表 2 基準年度（2014(平成 26)年度）の活動量及び温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 エネルギー種別の排出割合 
  

活動量
排出量

(t-CO2)

全体に占める

割合

ガソリン・混合油 ℓ 28,093 65.2 1.6%

灯油 ℓ 8,618 21.5 0.5%

軽油 ℓ 43,143 111.5 2.7%

Ａ重油 ℓ 153,300 415.4 10.0%

ガス m
3 42,358 253.0 7.7%

電気 kWh 5,378,354 3,296.9 79.2%

合計 - 4,163.6 100.0%

排出源
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また、組織別(施設ごと)では、図 4 に示すとおり、環境水道課(処分場

や衛生センター等含む)が全体の約 57％を占め、次いで教育課(小中学校含

む)約 26％、総務課(庁舎含む)約 9％となっています。環境水道課及び教

育課所管の事務・事業に関する取組を強化することにより有効な削減が期

待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 組織別の「温室効果ガス総排出量」の割合(2014 年度) 

 

  (2) 目標設定の考え方 

政府実行計画等を踏まえて、三股町の事務・事業に伴う温室効果ガス   

の排出削減目標を設定します。 

 

 (3) 温室効果ガスの削減目標 

本町の事務・事業全体からの温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算

値）を、2014(平成26)年度を基準として、短期目標である2025(令和7)

年度までに35.0%以上、中期目標である2030(令和12)年度までに50.0%以

上削減することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 基準年度排出量と削減目標年度排出量 

（各年度の排出係数により算出） 
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第 3 章 目標達成に向けた取組       

1.取組の基本方針                       
 

温室効果ガス排出量を継続的に削減するため、引き続きクールビズ、ウォ

ームビズをはじめとする職員の日常の取組を行うとともに、省エネルギー設

備の導入促進による総エネルギー使用量の縮減や再生可能エネルギーへのエ

ネルギー転換を図ります。そして、取組の企画・実行・評価・改善（カーボ

ン・マネジメント）を、組織を挙げて不断に実施していきます。 

 

2.個別措置                          
 

 政府実行計画(令和4年5月)に基づき、目標達成に向けた個別措置を設定し

ます。 

表3 目標達成に向けた個別措置 

個別措置 取組・目標 

太陽光発電設備を設置 2030年度には、設置可能な建築物の

50%以上に設置します 

公共施設の省エネルギー対策の徹底 今後予定する新築事業については原

則ZEB Oriented相当以上とし、2030

年度までに新築建築物の平均でZEB 

Ready相当にします  

電動車の導入 代替可能な電動車がない場合等を除

き、公用車の新規導入・更新につい

ては全て電動車とすること、また、

使用する公用車全体でも2030年度ま

でに全て電動車とすることを目指し

ます 

LED照明の導入 既存設備を含めたLED照明の導入割

合を2030年度までに100%を目指しま

す 

再エネ電力調達の推進 2030年度までに公共施設で調達する

電力の60%以上が再生可能エネルギ

ー由来となることを目指します 
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3.具体的な取組内容                      
 

(1) 日常業務に関する取組（省エネ） 

職員による節電や燃料の使用抑制など、日常業務における環境配慮活

動を推進することにより、温室効果ガスの排出量削減に寄与することが

できます。クールビズ、ウォームビズなどの取組を無理のない範囲で工

夫することは、個々の取組による削減効果は大きくありませんが、全て

の職員が実施することで効果は大きくなります。 

以下の取組を参考とし、全ての職員の地球温暖化対策の意識を高めて

いきます。 

項目 取組内容 

空 調 
・使用していない部屋の空調停止 

・ブラインド等を有効活用した室温の適正化 

照 明 
・始業前、終業後、昼休みには、不要な照明はつけない 

・会議室、トイレ、給湯室等の照明は、使用後に必ず消す 

エレベーター ・階段利用の推奨 

事 務 機 器 
・使用しない時間帯における電源の遮断や省電力の設定 

・業務終了後 PC 電源 OFF、長時間不在時の PC モニターOFF 

公 用 車 

・車に不用な積載物を載せたまま走行しないようにする 

・急発進、急加速の抑制 

・Web会議活用による公用車利用頻度の低減 

用 紙 類 

・庁内ネットワークの積極的活用によるペーパーレス化の推進 

・庁内業務のIT化推進によるアナログ業務の電子化 

・両面印刷や両面コピーの徹底 

ご み 
・用紙類やビン、缶、ペットボトル等資源化物の分別徹底 

・マイボトルやマイカップ使用など、使い捨て商品の使用抑制 

物 品 購 入 
・物品やサービス等を購入する場合は、環境に配慮されたものを購

入するグリーン購入に努める 

 

(2) 庁舎等の設備・機器の保守・管理・運用改善に関する取組（省エネ） 

庁舎や施設の設備・機器の更新の際に、温室効果ガス排出量の少ない

設備・機器（エネルギー効率が高く、消費するエネルギーを低く抑える

ことができる機器を始め、自動調光システムや人感照明センサなど必要

な時に必要最小限のエネルギーを使うようにする機器などの省エネ機

器）に買い替えることが最も大きな効果を発揮しますが、それだけでは

なく、当該設備・機器の運用改善、運転制御や補修・改修工事の際の工

夫でも、大きな効果を得ることができます。 

庁舎・施設管理職員等は、以下を参考に取組を推進していきます。 
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項目 取組内容 

空 調 
・温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃 

・自動制御装置による空調機受電電力の適正化 

照 明 
・照明器具の定期的な保守及び点検 

・LED 照明などの高効率な照明への切換 

事 務 機 器 
・複合機のカラー・モノクロ使用枚数上限の徹底 

・タブレット等の積極的な活用による紙使用の削減 

公 用 車 
・次世代自動車（電気自動車、ハイブリッド自動車等）の導入拡大 

・タイヤの空気圧を適正に保つ 

熱 源 

・密閉式冷却塔熱交換器のスケール除去 

・冷却塔充填剤の清掃 

・冷温水出口温度の適正化 

・熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化 

・冷温水ポンプの冷温水流量の適正化 

・蓄熱システムの運転スケジュールの適正化 

・熱源機の運転圧力の適正化 

・熱源機の停止時間の電源遮断 

給排水・給湯 
・給排水ポンプの流量・圧力の適正化 

・節水（節水ステッカー等の掲示） 

受 変 電 

・コンデンサーのこまめな投入及び遮断（力率改善） 

・変圧が不要な時期・時間帯における変圧器の停止 

・デマンド制御導入（ピ―ク電力の削減） 

そ の 他 
・公共施設の統廃合 

・公共施設の断熱改修（断熱塗装等） 

 

(3) 再生可能エネルギーの導入（再エネ） 

事務事業から排出される温室効果ガスは、大部分が電気や燃料等のエ

ネルギー使用に由来するため、省エネルギー化を推進すると同時に再生

可能エネルギーの利用を図り、化石燃料由来の温室効果ガスを削減する

必要があります。 

このため、太陽光発電等、町に適した再生可能エネルギーを利用した

設備の導入を積極的に検討し、エネルギーの地産地消を目指します。 
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・小中学校をはじめとする公共施設に太陽光発電設備等を導入し、生み

出した電力を施設の運用に活用します。 

ただし、施設の屋根の面積程度では必要な電力の確保が困難である

ことに加え、天候不順による発電量の低下や機器の破損による発電コ

ストの増高などが予想されることから、運用安定性や経済性を検討し

ながら導入の可能性を検証します。 

 

 

第 4 章 計画の進行管理          

1．推進体制                          
 

「第 2 次三股町地球温暖化実行計画(事務事業編)」は、次の体制で実施し

ます。詳細は、「三股町役場地球温暖化対策委員会設置要綱」に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 推進体制図 

 

 

 

 

 

 

実行部門 

管理部門 

 
三股町役場地球温暖化対策委員長（町長） 

三股町役場地球温暖化対策委員会

事務局（環境水道課） 

三股町役場地球温暖化対策等副委員長（副町長・教育長） 

三股町役場地球温暖化対策等実行責任者（総務課長） 

課長補佐等 

職員等 

地球温暖化対策等委員 

（各課長・局長・室長） 
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2.進行管理の仕組み                  

「第 2 次三股町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は、図 7 に示すと

おり、Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（見直し）の 

4 段階を繰り返すことによって点検・評価・見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 進行管理の仕組み図 

 

① 計画（Plan） 

課長等は、第 2 章に示した温室効果ガス排出量の削減目標を達成するために、

本計画の重要性及び第 3 章に示した取組の励行等について課長補佐及び職員等

に周知徹底を図り、事務・事業執行の際の温室効果ガス排出量削減(抑制)に関

する取組を励行する。 

 

② 実行（Do） 

課長補佐及び職員等は、課長等の指示に基づき、事務・事業執行の際に本計

画の重要性及び第 3 章に示した取組を着実に実施し、温室効果ガス排出量の削

減(抑制)に務める。 

 

③ 点検・評価（Check） 

【課長補佐等の実施事項】 

課長補佐等は、所管の取組を総括するとともに、所管の設備機器の利用状況

（改修・更新等）の状況を把握し、毎月に 1 回所管のエネルギー使用量を課長

等に報告する。 

 

【課長等の実施事項】 

課長等は、課長補佐等からの報告を踏まえて、課内の取組を総括し事務局に

提出するとともに、温室効果ガス排出量の削減状況等の評価を行う。 

 

 

 

 

見直し 

温室効果ガス排出量削減目標

の達成状況の確認及び更なる取

組推進のための検討。 

検討結果等についての公表。 

計画 

温室効果ガス排出量削減目標

実現のための推進体制の確認、

及び取組内容等の作成。 

点検・評価 

温室効果ガス排出量削減目標

達成のための取組状況の点検と

評価、及び委員会への報告。 

実行 

温室効果ガス排出量削減目標

実現のための取組の推進。 

Action 

Do 

Check 

Plan 
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【事務局の実施事項】 

事務局は、課長等から提出されたエネルギー使用量を取りまとめて、事務・

事業全体の集計を行い、温室効果ガス排出量の状況をとりまとめ、地球温暖化

対策等実行責任者（総務課長）に報告する。 

 

④ 見直し（Action） 

地球温暖化対策等実行責任者（総務課長）は、事務局からの報告を踏まえて、

各課等における実行計画の進捗状況を総括し、年に 1 回対策委員会に報告する。 

対策委員会は、地球温暖化対策実行責任者（総務課長）の報告を踏まえて、

毎年、計画の進捗状況や取組成果等に関し総括し、必要に応じて計画の見直し

を行う。 

 

⑤ 実績の公表 

事務局は、対策委員会の結果を含め、地球温暖化対策の推進に関する法律に

基づき、毎年 1 回、措置及び施策の実施状況について、町のホームページ等で

公表する。 
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参考資料 
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参考資料１  三股町役場地球温暖化対策委員会 設置要綱 

（平成 28 年 2 月 19 日 告示番号 13 号） 

(設置) 

第 1 条 三股町役場地球温暖化対策実行計画(以下｢実行計画｣という。)を策

定し、及び推進するために、三股町役場地球温暖化対策委員会(以下｢委員

会｣という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第 2 条 委員会は、次の事項を所掌する。 

(1) 実行計画の策定及び推進に関すること。 

(2) 地球温暖化対策の推進に関すること。 

(3) その他必要な事項 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員長、副委員長、実行責任者、事務局長及び委員をも

って構成する。 

2 委員長に町長を、副委員長に副町長及び教育長を、実行責任者に総務課

長を、事務局長に環境水道課長をもって充てる。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代

理する。 

5 実行責任者は、地球温暖化対策内容を取りまとめ、これを推進する。 

6 事務局長は、事務の取りまとめを行う。 

7 委員は、各課（局）長をもって充てる。 

(委員会) 

第 4 条 委員会の会議は、委員長が招集し、主催する。 

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への

出席を求め、意見を聞くことができる。 

3 委員会は、必要に応じて、部会を設置することができる。 

(部会) 

第 5 条 部会は、委員長から諮問された事項について調査検討し、その結果

を委員会に報告する。 

2 部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。 

(庶務) 

第 6 条 委員会の庶務は、環境水道課において処理する。 

(委任) 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 



 

15 

 

参考資料２  施設等一覧 

施 設 名 管理担当課 

三股町役場 総務課 

情報交流センターあつまい 企画商工課 

三股町中央公民館 教育課 

第 1 地区分館～第 9 地区分館 教育課 

三股町体育館 教育課 

三股町多目的スポーツセンター 教育課 

三股町四半的弓道場 教育課 

三股町武道体育館 教育課 

三股町弓道場 教育課 

三股町中央テニスコート 教育課 

三股町立文化会館・三股町立図書館 教育課 

三股町立学校給食センター 教育課 

三股町研修センター 教育課 

各小中学校 教育課 

西部地区体育館 教育課 

三股町健康管理センター 町民保健課 

三股町畜産センター 農業振興課 

三股町殿岡生活改善センター 農業振興課 

2 地区交流プラザ 福祉課 

各地区児童館 福祉課 

三股町総合福祉センター元気の杜 福祉課 

山王原地域福祉センター 福祉課 

各公園 都市整備課 

道路付帯施設 都市整備課 

三股町中央浄水場 環境水道課 

三股町長田浄配水場 環境水道課 

水道事業各施設 環境水道課 

三股町衛生センター 環境水道課 

三股中央浄化センター 環境水道課 

三股町宮村南部地区農業集落排水処理場 環境水道課 

三股町梶山地区農業集落排水処理場 環境水道課 

三股町一般廃棄物処理場 環境水道課 

墓苑 高才原 環境水道課 

 


